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奈良市子どもセンター夜間・休日電話相談業務 委託仕様書 

 

   本仕様書は、奈良市（以下、「発注者」という。）が発注する「奈良市子どもセンター夜間・休日

電話相談業務」を受託する者（以下、「受注者」という。）の業務について、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

１．委託事業名 

奈良市子どもセンター夜間・休日電話相談業務 

 

２．業務の目的 

夜間・休日における児童虐待通告等に迅速かつ確実に対応しうる体制を構築し、児童相談所機能の

強化を図ることで、児童虐待の予防、早期発見及び早期対応につなげる。 

 

３．委託期間等 

（１）委託期間    令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（２）委託業務時間   

① 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２年法律第１７８号）に規定する休日及び年

末年始(令和６年１２月２９日から令和７年１月３日まで) 

午前８時３０分から翌午前８時３０分まで 

②  ①以外の日（以下、「開庁日」という。） 

午後５時１５分から翌午前８時３０分まで（令和６年４月１日については、午前０時から翌午

前８時３０分までとし、令和７年３月３１日については、午後５時１５分から午前０時までと

する） 

（３）受付対象電話 

①児童相談所虐待対応ダイヤル（１８９）への電話 

②奈良市子どもセンター児童相談所部門の固定電話回線への電話（電話会社が提供する電話転送

サービスを利用して発注者が受注者へ転送する電話に限る） 

 

４．委託業務の内容 

（１） 電話対応に関する業務 

① 虐待相談・通告に関する業務 

（ア）関係機関、近隣住民等から虐待相談・通告を受けた場合には、虐待相談・通告受付票（様

式１）の内容に沿って児童等の状況について聴き取り、情報収集を行う。 

（イ）上記(ア)の聴き取り後、直ちに奈良市子どもセンター職員（以下、「一次対応者」という。）

に電話連絡を行う。 

（ウ）上記（イ）に関わらず、相談内容から、生命に危険が及ぶ状況であると判断される場合に

は、直ちに発注者が指定する緊急連絡先に連絡すること。 

（エ）虐待相談・通告受付票（様式１）の作成後、速やかに発注者が指定するメールアドレスあ
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てに電子メールで報告する。なお、添付ファイルには事前に発注者と取り決めておくパスワ

ードの設定を行うほか、誤送信の防止措置を講じるなどセキュリティに十分留意すること。 

② 児童相談に関する業務 

（ア）保護者等からの相談を受けた場合には、内容を聴き取った上で、必要な助言指導を行う。 

（イ）通所相談等の継続的な支援が必要と判断される場合は、翌開庁日に奈良市子どもセンタ

ーへ改めて再相談するよう案内する。 

（ウ）必要に応じ、適切な関係機関等を紹介する。 

（エ）相談の内容により、児童の安全確保の緊急性が高いと判断する場合には、直ちに一次対応

者へ電話連絡を行う。 

（オ）上記（ア）から（エ）に関わらず、相談内容から、生命に危険が及ぶ状況であると判断さ

れる場合には、直ちに発注者が指定する緊急連絡先に連絡すること。 

（カ）児童相談に関する記録については、相談受付票（様式２）を作成し、速やかに発注者が指

定するメールアドレスあてに電子メールで報告する。なお、添付ファイルには事前に発注者

と取り決めておくパスワードを設定するほか、誤送信の防止措置を講じるなどセキュリテ

ィに十分留意すること。 

③ その他 

（ア）同時受付可能な回線は２回線とし、相談受付時間中は常時対応できる体制を確保するこ

と。通話中に架電した者へは、通話中である旨が分かるメッセージを流すなど通話中である

ことが分かるようにすること。 

（イ）受注者は、相談業務が支障なく履行できるよう、故障時に代替できる電話機器を準備する

とともに、電話機器・設備に関し必要な保守点検を実施すること。 

（ウ）相談・通告内容についての一次対応者からの照会に対応すること。 

 

（２） 相談内容の記録・整理に関する業務 

相談・通告内容について記録・整理し、日次報告書(様式３)、月次報告書(様式４)、月次受

付状況(様式５－1 から様式５－４)、年次報告書（様式６）及び年次受付状況（様式７－１

から様式７－４）を作成すること。 

（参考）想定される電話相談件数（１年間）：４００件 

 

５．実施場所 

 受注者の定める特定の場所とする。ただし、相談者に関するプライバシーの保護が図られる場所で

あること。 

    

６．相談体制 

（１）厚生労働省から発出された「児童相談所運営指針(平成２年３月５日付け児発第 133号厚生省

児童家庭局長通知)」のほか、同省の関係通知等の趣旨を踏まえたサービスを提供すること。 

（２）受注者は、本業務を円滑に運営するため、国又は地方公共団体からの児童虐待や子育て相談に

関する電話相談の業務経験を 2年以上有する者を、責任者（以下、「業務責任者」という。）とし
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て 1人以上定めること。業務責任者は、委託業務履行に関する発注者との連絡調整、電話業務を

行う相談員（以下、「相談員」という。）に対する指揮監督、その他、本業務の円滑な執行管理を

行うものとする。 

（３）受注者は、３で定める委託業務時間に相談員を常時２名以上配置するものとする。 

（４）業務責任者及び相談員（以下、「従事者」という。）は、次のいずれかに該当する者とする。 

  ア 児童指導員として児童福祉事業に従事した経験を有する者 

  イ 教員として従事した経験を有する者 

  ウ 児童福祉司として従事した経験を有する者 

  エ 児童心理司として従事した経験を有する者 

  オ 保健師として母子保健事業に従事した経験を有する者 

  カ 保育士として児童及び保護者の指導に従事した経験を有する者 

  キ 医師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士のいずれかの資格を有する者 

  ク 児童相談所、市区町村において、又はこれらの自治体からの委託により、児童虐待の通報 

  相談に従事した経験を有する者 

  （５）受注者は、（２）および（３）で定める従事者について、発注者に対し、委託業務開始前に、

「業務責任者等報告書」（様式８）を提出し、業務責任者に変更があった場合には、「業務責任者

等変更報告書」（様式９）を提出することとし、各報告書には資格者証の写しを添付すること。 

（６）相談電話に対しては、奈良市子どもセンターの窓口であることを説明すること。 

（７）提供するサービスの質の維持・向上に努め、常に最新の児童の福祉に関する情報を収集するこ 

と。 

（８）本業務を実施する上で従事者の資質、態度等が不適切と認められる場合は、発注者は受注者に

従事者の交代を要求することができるものとし、受注者は速やかに適正に従事者を交代させる

ものとする。 

（９）クレーム、苦情等に対応する担当者を選任すること。 

（１０）本業務において生じた法律上の損害賠償責任に対応するため、賠償責任保険に加入するこ

と。 

（１１）相談者の個人情報の保護について必要な措置を執り、相談記録等の情報管理に十分配慮する

こと。なお、委託契約終了後においても同様とする。 

（１２）相談対応の実施及び従事者の任用に当たっては、発注者の意見を可能な限り反映したものと

なるよう努めること。 

 

 ７．準備・研修 

  （１）受注者は、相談員が適切に相談対応できるように、業務に必要な知識・情報・技能等の習得研

修や実務研修を行うこと。 

  （２）受注者は発注者に対し、業務委託開始前直近および業務委託期間中に相談員に対し実施した上

記（１）の研修について、研修計画書を事前に提出するとともに、研修実施後、内容及び日時を

任意の様式で報告すること。 

（３）発注者が特に必要と認める場合、受注者は相談員に対し必要な臨時研修を実施すること。 
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（４）研修に要する費用は受注者が負担すること。 

 

８．報告、検査等 

（１）日報 

日次報告書(様式３)により、直近の開庁日の午前１０時までに発注者あて報告すること。 

（２）月報 

月次報告書(様式４)及び月次受付状況（様式５－１から様式５－４まで）により、事業実施

月の翌月１０日までに発注者あて報告すること。 

（３）年報 

年次報告書(様式６)及び年次受付状況（様式７－１から様式７－４まで）により、業務が終

了した日（業務を中止し、又は廃止した日を含む）から起算して３０日を経過した日又は令

和７年４月１０日のいずれか早い日までに発注者あて報告すること。 

（４）検査等 

本業務の適正な執行に期するため必要があるときは、発注者は、受注者からその業務に関し

報告をさせ、又はその職員に、受注者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書

類その他の物件を検査させることができる。 

 

９．再委託の禁止 

 受注者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 

 ただし、本業務を効率的に行う上で必要と認めるときは、発注者と協議の上、その一部を委託する 

ことができる。 

 

１０．情報セキュリティ要件 

（１）受注者は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）認定によるプライバシーマーク

制度の認定を有すること、又は情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格

「ISO27001」の認証を取得していること。 

   また、相談者の個人情報の保護について、必要な措置を執り、相談記録等の情報管理に十分配

慮すること。このことは委託契約終了後においても同様とする。 

（２）受注者は、万が一セキュリティ事故が発生した場合、発注者の指示に基づき、原因の分析及び

再発防止策を作成し、発注者の承諾を得た上でそれを実行すること。 

（３）受注者は、情報セキュリティ対策が不十分な場合、発注者の求めに応じ、発注者と協議を行い、

合意した対応を実施すること。 

 

１１．機密保持 

（１）受注者は、本業務を実施するに当たり、発注者から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の

形態を問わない)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本業務以外の目的で利用しな

いものとする。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。ただし、次のアか

らエのいずれかに該当する情報は、除くものとする。 
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   ア 発注者から取得した時点で、既に公知であるもの 

   イ 発注者から取得後、受注者の責によらず公知となったもの 

   ウ 法令等に基づき開示されるもの 

   エ 発注者から秘密でないと指定されたもの 

（２）受注者は、発注者の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるいは複製し

ないものとする。 

（３）受注者は、本業務に関与した受注者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措

置を講じるものとする。 

 

１２．その他 

（１） 受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、発注者

は、契約金額以外の費用を負担しない。 

（２） 児童相談所虐待対応ダイヤルからの転送サービス利用にかかる費用は受注者の負担とし、委

託期間内であれば委託事業費からの支出も可とする。また、電話機及び報告に必要な機器は

受注者が用意すること。 

（３） 受注者は、故意または過失により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責

任を負わなければならないこと。 

（４） 本仕様書に明示のない事項又は本業務の遂行上の疑義が発生した場合は、発注者と受注者が

協議して決めるものとする。 

 

１３．業務の引継ぎ 

受注者は、本業務終了後の契約更新が見込まれない場合は、新たな受注者が本業務に支障を 

きたすことのないよう必ず事前に引継書を作成し、発注者の承諾を得ること。また、引継ぎ終了後

は、所有している一切のデータ及び紙媒体の資料を破棄し、その旨を発注者に書面で報告するこ

と。 

 


